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平成 21年 5月 25 日 

各 位 

会 社 名 ウェーブロックホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役 兼 執行役員社長 木根渕 純 

 (コード番号 7940 東証第 2部) 

問合せ先 経営企画室長  市井 栄治 

 (TEL：03-6830-6000) 

 

当社の完全子会社化のための定款一部変更等および 

全部取得条項付株式の取得ならびに 

Ｂ種種類株式発行にかかる定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社化のための当社定款の一部変更および当社

による全部取得条項付普通株式（下記において定義いたします。）の全部の取得ならびにＢ種種類株式

（下記において定義いたします。）発行にかかる当社定款の一部変更について、平成 21年６月 19日開

催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）および普通株主による種類株主総会に

付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．当社の完全子会社化のための当社定款一部変更（Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件

および全部取得条項にかかる定款一部変更の件） 

１．Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件 

（１）変更の理由 

平成 21年 3月 17 日付当社プレスリリース「ウェーブロックインベストメント株式会社による

当社株式等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」および「親会社及び主要株主である筆

頭株主の異動に関するお知らせ」等にてご報告申しあげておりますとおり、ウェーブロックイン

ベストメント株式会社（以下「WIC」といいます。）は、平成 21年２月２日から同年３月 16日ま

で当社の普通株式および新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

を行い、平成 21年３月25日（決済日）をもって、当社普通株式 9,681,503 株（総株主の議決権

の数に対する割合：91.66％）を保有するに至っております。 

    WIC は、平成 21年２月２日付公開買付届出書、平成 21年３月 17日付当社プレスリリース「ウ

ェーブロックインベストメント株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果に関する

お知らせ」の別紙等で表明しておりますとおり、当社の中長期的な企業価値を最大化するため、

当社を完全子会社化すること（以下「本完全子会社化」といいます。）を企図して本公開買付け

を実施いたしました。 

当社としても、平成 21年１月 30日付当社プレスリリース「ウェーブロックインベストメント

株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同表明のお知らせ」等にてお知らせいた

しましたとおり、当社の収益性は樹脂材料の価格に大きく依存している一方、原材料価格の先行

きは不透明な部分も多く、また当社の仕入先に対する価格交渉力が低下していること、当社の事

業の大半に当たるインテリア部門、包材部門、汎用品部門、編織部門が成熟した市場に依存して

おり飽和した市場環境の中で競合他社との競争は激化していること、当社が製造販売する製品に

ついて輸入廉価品との競争が激化していることなど、当社事業の構造的な課題を抱える中、激変

する経営環境の変化に適応し企業価値の向上を図るためには、マネジメント・バイアウト（ＭＢ
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Ｏ）の手法にて非公開化を図り、短期的な業績の変動に左右されることなく、中長期的な観点で

企業価値の向上を実現するための事業戦略を推進していくことが最善であると判断し、以下の①

乃至③の方法により当社が WIC の完全子会社となることといたしました（以下総称して「本完全

子会社化手続」といいます。）。ただし、Ｂ種種類株式発行にかかる定款一部変更により設けら

れるＢ種種類株式（以下「Ｂ種種類株式」といいます。）は、当社の取締役に対して発行される

ものであるところ、当該取締役の業績向上へのインセンティブを高めると共に優秀な人材を確保

することを目的として発行されるものであることに鑑み、本完全子会社化手続の対象とはされず、

本完全子会社化手続の実施後も引き続き当該取締役が当該Ｂ種種類株式を保有することが予定

されております。 

 

① 当社定款の一部を変更し、残余財産分配優先株式であるＡ種種類株式（以下「Ａ種種類株式」

といいます。）を発行する旨の定めを新設いたします。 

② 上記①による変更後の当社定款の一部を追加変更し、当社普通株式に、当社が株主総会の決

議によってその全部を取得する全部取得条項（以下「全部取得条項」といいます。）を付す

旨の定めを新設いたします。なお、全部取得条項が付された後の当社普通株式を、以下「全

部取得条項付普通株式」といいます。 

③ 会社法第 171 条ならびに上記①および②による変更後の当社定款に基づき、当社は、株主総

会の決議によって、全部取得条項付普通株式にかかる株主の皆様から当社の全部取得条項付

普通株式全て（自己株式を除きます。）を取得し、当社は全部取得条項付普通株式にかかる

各株主の皆様に対して、当該取得の対価として全部取得条項付普通株式１株と引換えにＡ種

種類株式 1,040,000 分の 1 株を交付いたします。この際、WIC 以外の全部取得条項付普通株

式にかかる各株主の皆様に対して交付されるＡ種種類株式の数は、1 株未満の端数となる予

定です。 

 

Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件は、本完全子会社化手続のうち上記①として、当

社が種類株式発行会社となるとともに、全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得

対価を定めるため、Ａ種種類株式についての規定を設けるほか、所要の変更を行うものでありま

す。 

会社法上、全部取得条項の付された株式は種類株式発行会社のみが発行できるものとされてい

ることから（会社法第 171 条第１項、第 108 条第１項第７号）、上記①は、当社普通株式に全部

取得条項を付す旨の定款変更である上記②を行う前提として、当社が種類株式発行会社となるた

め、普通株式に優先して残余財産の分配を受けられるＡ種種類株式を発行する旨の定めを新設す

るものであります。なお、全部取得条項にかかる定款一部変更の件および全部取得条項付普通株

式の取得の件でご説明いたしますとおり、全部取得条項付普通株式の取得対価はＡ種種類株式と

しております。 

    会社法第 171 条ならびに上記①および②による変更後の当社定款の定めに従って、当社が株主

総会の決議によって全部取得条項付普通株式の全部を取得した場合（即ち、本完全子会社化手続

を実施した場合）、上記のとおり、WIC 以外の全部取得条項付普通株式にかかる株主の皆様に対

して取得対価として交付される当社Ａ種種類株式は、１株未満の端数となる予定です。 

    全部取得条項付普通株式にかかる株主の皆様に対するＡ種種類株式の交付の結果生じる１株

未満の端数につきましては、その合計数に相当する株式は、会社法第234 条の定めに従い、必要

となる裁判所の許可が得られることを条件に売却し、その売却により得られた代金をその端数に

応じて株主の皆様に交付いたします。ただし、売却に当たっては、当該端数の合計数に 1株に満

たない端数がある場合には、当該端数は会社法第 234条第１項により切り捨てられ、売却の対象

とはなりません。かかる売却手続に関し、当社は会社法第 234 条第２項の規定に基づき、裁判所

の許可を得て当社Ａ種種類株式を WIC に対して売却すること、または会社法第 234 条第２項およ

び第４項の規定に基づき当社が当社Ａ種種類株式を買取ることを予定しております。 

    この場合の当社Ａ種種類株式の売却金額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どお

り得られた場合には、株主の皆様が保有する当社普通株式数に 520 円（WIC が本公開買付けを行

った際における買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を全部取得条項付普通株式にかかる各株

主の皆様に交付できるような価格に設定することを予定しておりますが、裁判所の許可が得られ

ない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と
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異なる場合もあります。 

    なお、Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件にかかる定款変更は、Ａ種種類株式発行に

かかる定款一部変更の件が本定時株主総会において承認可決された時点で効力を生ずるものと

します。 

 

 

（２）変更の内容 

  変更の内容は、以下のとおりであります。 

 

（下線を付した部分は変更箇所） 
株券電子化に伴う変更後の定款（注） 追 加 変 更 案 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、5,000 万株とす

る。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条（単元株式数） 

 当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は 5,000 万株とし、

このうち普通株式の発行可能種類株式総数は

49,849,980 株、第６条の２に定める内容の株式

（以下「Ａ種種類株式」という。）の発行可能

種類株式総数は 20株とする。 

 

第６条の２（Ａ種種類株式） 

 当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種

類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」と

いう。）またはＡ種種類株式の登録株式質権者

（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対

し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」

という。）または普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、

Ａ種種類株式１株につき１円（以下「Ａ種残余

財産分配額」という。）を支払う。Ａ種種類株

主またはＡ種登録株式質権者に対してＡ種残

余財産分配額の金額が分配された後、普通株主

または普通登録株式質権者に対して残余財産

の分配をする場合には、Ａ種種類株主またはＡ

種登録株式質権者は、Ａ種種類株式１株当た

り、普通株式１株当たりの残余財産分配額と同

額の残余財産の分配を受ける。 

 

第７条（単元株式数） 

 当会社の普通株式の単元株式数は、100 株とし、

Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とする。 

 

第 16 条の２（種類株主総会） 

 第 11 条、第 13条、第 14条および第 16条の規

定は、種類株主総会にこれを準用する。 

 第 15 条第 1 項の規定は、会社法第 324 条第１

項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 
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株券電子化に伴う変更後の定款（注） 追 加 変 更 案 
 

 

 第 15 条第２項の規定は、会社法第 324 条第２

項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 

（注）本日付当社プレスリリース「定款一部変更に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、

当社は、平成 21年６月 19日開催予定の本定時株主総会において、Ａ種種類株式発行にかかる定款一部

変更の件に先立って、株券電子化に伴う定款一部変更の件を付議することを予定しております。 

 

２．全部取得条項にかかる定款一部変更の件 

（１）変更の理由 

Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件でご説明しておりますとおり、当社は、当社の収益

性は樹脂材料の価格に大きく依存している一方、原材料価格の先行きは不透明な部分も多く、また

当社の仕入先に対する価格交渉力が低下していること、当社の事業の大半に当たるインテリア部門、

包材部門、汎用品部門、編織部門が成熟した市場に依存しており飽和した市場環境の中で競合他社

との競争は激化していること、当社が製造販売する製品について輸入廉価品との競争が激化してい

ることなど、当社事業の構造的な課題を抱える中、激変する経営環境の変化に適応し企業価値の向

上を図るためには、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法にて非公開化を図り、短期的な業

績の変動に左右されることなく、中長期的な観点で企業価値の向上を実現するための事業戦略を推

進していくことが最善であると判断し、本完全子会社化を実施することといたしました。ただし、

Ｂ種種類株式は、当社の取締役に対して発行されるものであるところ、当該取締役の業績向上への

インセンティブを高めると共に優秀な人材を確保することを目的として発行されるものであるこ

とに鑑み、本完全子会社化手続の対象とはされず、本完全子会社化手続の実施後も引き続き当該取

締役が当該Ｂ種種類株式を保有することが予定されております。 

全部取得条項にかかる定款一部変更の件は、本完全子会社化手続における上記②として、株券電

子化に伴う定款一部変更の件およびＡ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件による変更後の

当社定款の一部を追加変更し、当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めを設けるものでありま

す。 

また、本完全子会社化手続における上記②の後、株主総会の決議によって当社は全部取得条項付

普通株式にかかる株主の皆様から全部取得条項付普通株式を取得しますが（本完全子会社化手続に

おける上記③）、当該取得と引換えに当社が全部取得条項付普通株式にかかる株主の皆様に交付す

る取得対価は、Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件により設けられるＡ種種類株式とし、

当社が全部取得条項付普通株式１株につき全部取得条項付普通株式にかかる株主の皆様に交付す

るＡ種種類株式の数は、WIC 以外の全部取得条項付普通株式にかかる各株主の皆様に交付されるＡ

種種類株式の数が 1株未満の端数となるように、1,040,000 分の 1株としております。 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであり、株券電子化に伴う定款一部変更の件およびＡ種種類株式発行

にかかる定款一部変更の件による変更後の定款の一部をさらに追加変更するものであります。なお、

全部取得条項にかかる定款一部変更の件にかかる定款変更は、Ａ種種類株式発行にかかる定款一部

変更の件および全部取得条項付普通株式の取得の件が原案どおり承認可決されること、ならびに普

通株主の皆様による種類株主総会において全部取得条項にかかる定款一部変更の件と同内容の議

案のご承認が得られることを条件として、その効力が生ずるものといたします。ただし、全部取得

条項にかかる定款一部変更の件による変更後の当社定款規定附則第３条に基づき、当社普通株式に

全部取得条項を付す旨の定めを設ける定款変更の効力発生日は平成 21年７月 29 日といたします。 
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（下線を付した部分は変更箇所） 
株券電子化に伴う定款一部変更の件および 

Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件に

よる変更後の定款 
追 加 変 更 案 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

第６条の３（全部取得条項） 

当会社が発行する普通株式は、当会社が株主総

会の決議によってその全部を取得できるもの

とする。当会社が普通株式の全部を取得する場

合には、普通株式の取得と引換えに、普通株式

1 株につきＡ種種類株式を 1,040,000 分の１株

の割合をもって交付する。 

 

附 則 

 

第３条 本定款第６条の３は、平成 21 年７月 29

日をもって効力を生じるものとし、同日付をも

って本条を削除するものとする。 

 
 

 

Ⅱ．全部取得条項付普通株式の取得の件 

１． 全部取得条項付普通株式の全部を取得することを必要とする理由 

Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件でご説明しておりますとおり、当社は、当社の収益

性は樹脂材料の価格に大きく依存している一方、原材料価格の先行きは不透明な部分も多く、また

当社の仕入先に対する価格交渉力が低下していること、当社の事業の大半に当たるインテリア部門、

包材部門、汎用品部門、編織部門が成熟した市場に依存しており飽和した市場環境の中で競合他社

との競争は激化していること、当社が製造販売する製品について輸入廉価品との競争が激化してい

ることなど、当社事業の構造的な課題を抱える中、激変する経営環境の変化に適応し企業価値の向

上を図るためには、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の手法にて非公開化を図り、短期的な業

績の変動に左右されることなく、中長期的な観点で企業価値の向上を実現していくための事業戦略

を推進することが最善であると判断し、本完全子会社化を実施することといたしました。ただし、

Ｂ種種類株式は、当社の取締役に対して発行されるものであるところ、当該取締役の業績向上への

インセンティブを高めると共に優秀な人材を確保することを目的として発行されるものであるこ

とに鑑み、本完全子会社化手続の対象とはされず、本完全子会社化手続の実施後も引き続き当該取

締役が当該Ｂ種種類株式を保有することが予定されております。 

   全部取得条項付普通株式の取得の件は、本完全子会社化手続における上記③として、会社法第 171

条ならびにＡ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件および全部取得条項にかかる定款一部変

更の件による変更後の定款にもとづき、株主総会の決議によって、当社が全部取得条項付普通株式

にかかる株主の皆様から全部取得条項付普通株式の全て（自己株式は除きます。）を取得し、当該

取得と引換えに以下に定めるとおり、全部取得条項付普通株式にかかる株主の皆様に対し取得対価

を交付するものであります。 

   かかる取得対価としては、Ａ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件により設けられるＡ種種

類株式とし、全部取得条項にかかる定款一部変更の件による変更後の当社定款規定第６条の３に定

めるとおり、全部取得条項付普通株式１株につき交付されるＡ種種類株式の数は 1,040,000 分の１

株とさせていただいております。この結果、WIC 以外の全部取得条項付普通株式にかかる各株主の

皆様に対して取得対価として交付される当社Ａ種種類株式の数は、１株未満の端数となる予定であ

り、このように交付されるＡ種種類株式の数が 1 株未満の端数となる株主の皆様に関しましては、

会社法第 234 条の定めに従って以下のとおりの１株未満の端数処理がなされ、最終的には現金が交
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付されることになります。 

   当社では、全部取得条項付普通株式の取得の決定の件が承認された場合に、全部取得条項付普通

株式にかかる株主の皆様に交付されることになる 1株未満の端数の合計数（会社法第 234 条第１項

により、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。なお、

この場合でも、売却代金の交付に際しては、株主の皆様が交付を受ける端数の割合に応じて売却代

金が交付される予定です。）に相当する数のＡ種種類株式について、会社法第 234 条第２項に基づ

く裁判所の許可を得たうえで、WIC に対して売却すること、または会社法第 234 条第２項および第

４項の規定に基づき当社が買取ることを予定しております。この場合の当社Ａ種種類株式の売却金

額につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様が保有す

る当社普通株式数に 520 円（WIC が本公開買付けを行った際における買付価格）を乗じた金額に相

当する金銭を全部取得条項付普通株式にかかる各株主の皆様に交付できるような価格に設定する

ことを予定しておりますが、裁判所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等

においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。 

 

２． 全部取得条項付普通株式の取得の内容 

（１）全部取得条項付普通株式の取得と引換えに交付する取得対価およびその割当てに関する事項 

会社法第171条ならびにＡ種種類株式発行にかかる定款一部変更の件および全部取得条項にかか

る定款一部変更の件による変更後の定款の規定に基づき、全部取得条項付普通株式の取得と引換え

に、取得日（下記（２）において定めます。）において、取得日の前日の最終の当社の株主名簿に

記載または記録された全部取得条項付普通株式にかかる株主（当社を除きます。）の皆様に対して、

その所有する全部取得条項付普通株式１株につき、Ａ種種類株式を 1,040,000 分の１株の割合をも

って交付します。 

 

（２）取得日 

平成 21年７月 29日といたします。 

 

（３）その他 

本件に定める全部取得条項付普通株式の取得は、全部取得条項にかかる定款一部変更の件にかか

る定款変更の効力が生ずることおよび当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めを設ける定款

変更の効力が生ずることを条件として、効力が生ずるものといたします。なお、その他の必要事項

につきましては、取締役会にご一任いただきたく存じます。 

 

 

３． 上場廃止 

本定款の一部変更等の結果、当社普通株式に係る株券は、株式会社東京証券取引所市場第二部の

株券上場廃止基準に該当しますので、当社普通株式に係る株券は平成 21 年６月 20 日から平成 21

年 7 月 17 日までの間、整理銘柄に指定されたあと、平成 21 年 7 月 20 日をもって上場廃止となる

予定であります。上場廃止後は、当社普通株式に係る株券を株式会社東京証券取引所市場第二部に

おいて取引することはできません。 

 

Ⅲ．Ｂ種種類株式発行に係る定款一部変更の件 

（１）変更の理由 

当社の取締役の業績向上へのインセンティブを高めると共に優秀な人材を確保することを目的と

して、当社の取締役に対し、普通株式への転換請求権等を付したＢ種種類株式を発行するため、当該

Ｂ種種類株式を発行する旨の定めを新設するものであります。 

 
（２）変更の内容 

 変更の内容は以下のとおりであり、株券電子化に伴う定款一部変更の件、Ａ種種類株式発行にかか

る定款一部変更の件および全部取得条項にかかる定款一部変更の件にかかる変更後の定款の一部をさ
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らに追加変更するものであります。なお、Ｂ種種類株式発行に係る定款一部変更の件にかかる定款変

更は、普通株主の皆様による種類株主総会においてＢ種種類株式発行に係る定款一部変更の件の追加

変更案と同内容の議案のご承認が得られることを条件として、その効力が生ずるものといたします。 

 

（下線を付した部分は変更箇所） 
株券電子化に伴う定款一部変更の件、Ａ種種類株式発

行にかかる定款一部変更の件および全部取得条項にか

かる定款一部変更の件による変更後の定款 
追 加 変 更 案 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は 5,000 万株とし、

このうち普通株式の発行可能種類株式総数は

49,849,980 株、第６条の２に定める内容の株式

（以下「Ａ種種類株式」という。）の発行可能

種類株式総数は 20株とする。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は 5,000 万株とし、

このうち普通株式の発行可能種類株式総数は

49,849,980 株、第６条の２に定める内容の株式

（以下「Ａ種種類株式」という。）の発行可能

種類株式総数は 20 株、第６条の４ないし第６

条の 11 に定める内容の株式（以下「Ｂ種種類

株式」という。）の発行可能種類株式総数は

150,000 株とする。 

 

第６条の４（Ｂ種種類株式の譲渡制限） 

Ｂ種種類株式を譲渡により取得するには、当会

社の取締役会の承認を受けなければならない。 

 

第６条の５（Ｂ種種類株式の議決権） 

 Ｂ種種類株式を有する株主（以下「Ｂ種種類株

主」という。）は、法令に別段の定めがある場

合を除き株主総会において議決権を有しない。 

 

第６条の６（Ｂ種種類株式の取得請求権） 

 Ｂ種種類株主は、当会社に対し、下記の条件に

より、その有するＢ種種類株式の当会社の普通

株式への転換（取得と引換えに当会社の普通株

式を交付することをいう。以下、本条において

同じ。）を請求することができる。 

記 

①転換請求期間 平成 21 年 7 月 1 日から平成 31

年 6月 30 日まで 

②当初転換価額 1株につき520 円とする。 

③転換価額の調整 

(a)Ｂ種種類株式発行後、以下のいずれかに掲げ

る事由が発生した場合には、転換価額は、それ

ぞれ以下のとおり調整される。調整後転換価額

は、円位未満小数第 1位まで算出し、その小数

第 1位を四捨五入する。 

(i)株式の分割または無償割当てにより当会社の

普通株式を発行する場合、以下の算式により転

換価額を調整する。ただし、以下の算式におい

ては、当会社の保有する当会社の普通株式（以
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株券電子化に伴う定款一部変更の件、Ａ種種類株式発

行にかかる定款一部変更の件および全部取得条項にか

かる定款一部変更の件による変更後の定款 
追 加 変 更 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下「自己株式」という。）の数および株式分割

または株式の無償割当てにより自己株式に割

り当てられる株式の数を含まないものとする。 

株式分割または 

株式無償割当前 

発行済株式数 
調整後 

転換価

額 

＝

調整前 

転換価

額 

× 
株式分割または 

株式無償割当後 

発行済株式数 

 

 調整後転換価額は、株式の分割または無償割当

てのための基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ）当会社の普通株式の株式併合を行うときは、

株式併合の効力発生の時をもって以下の算式

により、転換価額を調整する。ただし、以下の

算式においては、自己株式の数は含まないもの

とする。 

併合前 

発行済株式数 
調整後 

転換価

額 

＝

調整前 

転換価

額 

× 
併合後 

発行済株式数 

(b)転換価額の調整に際し計算を行った結果、調

整後転換価額と調整前転換価額との差額が 1円

未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれ

を行わない。ただし、その後転換価額の調整を

必要とする事由が発生し、転換価額を算出する

場合には、調整前転換価額はこの差額を差し引

いた額とする。 

(c)転換価額の調整が行われる場合には、当会社

は、関連事項決定後、Ｂ種種類株主またはＢ種

種類株式の登録株式質権者に対して、その旨並

びにその事由、調整後転換価額、適用の日およ

びその他の必要事項を書面にて通知しなくて

はならない。 

④転換により発行すべき普通株式数 

 Ｂ種種類株式の転換により発行すべき当会社

の普通株式数は、次のとおりとする。ただし、

転換の結果発行すべき普通株式の数の算出に

当たって１株未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てるものとし、この場合において

は、会社法第 167 条第 3項に定める金銭の交付

はしない。 
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株券電子化に伴う定款一部変更の件、Ａ種種類株式発

行にかかる定款一部変更の件および全部取得条項にか

かる定款一部変更の件による変更後の定款 
追 加 変 更 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

転換請求対象のＢ種種類 

株式の発行価額総額 

Ｂ種種類株

式に対して

発行する普

通株式数 

＝ 

転換価額 

⑤転換の効力発生 

 転換の効力は、転換請求書が当会社または当会

社の指定する者に到着した日に発生する。 

 

第６条の７（Ｂ種種類株式の随時取得条項） 

 当会社は、下記の条件により、Ｂ種種類株式の

全部又は一部を、払込期日の翌日以降いつで

も、当会社の取締役会決議に基づき、Ｂ種種類

株主の意思にかかわらず、当会社の普通株式を

対価として取得（以下、本項において「強制転

換」という。）することができるものとする。

なお、Ｂ種種類株式の一部を取得するときは、

按分比例の方法による。 

記 

①強制転換価額は、転換価額と同一とする。 

②強制転換により発行すべき普通株式数 

 Ｂ種種類株式の強制転換により発行すべき当

会社の普通株式数は、次のとおりとする。ただ

し、強制転換の結果発行すべき普通株式の数の

算出に当たって１株未満の端数が生じた場合

には、会社法第 234 条に従う。 

強制転換請求対象のＢ種 

種類株式の発行価額総額 

Ｂ種種類株式

に対して発行

する普通株式

数 

＝ 

強制転換価額 

 

第６条の８（Ｂ種種類株式の株主との合意による

種類株式の取得） 

 Ｂ種種類株式の取得について、会社法第 160 条

第 1項による決定をするときは、同条第 2項お

よび第 3項の規定を適用しない。 

 

第６条の９（種類株主総会の免除） 

 当会社が新たにＢ種種類株式を引き受ける者

を募集する場合またはＢ種種類株式を目的と

する募集新株予約権を引き受ける者を募集す

る場合にあっても、Ｂ種種類株主を構成員とす

る種類株主総会の決議を要しないものとする。 

 当会社が会社法第 322 条第 1項各号（第 1号を

除く）に定める行為を行う場合、同項に定める

Ｂ種種類株主を構成員とする種類株主総会の
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株券電子化に伴う定款一部変更の件、Ａ種種類株式発

行にかかる定款一部変更の件および全部取得条項にか

かる定款一部変更の件による変更後の定款 
追 加 変 更 案 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

第７条（単元株式数） 

 当会社の普通株式の単元株式数は、100 株とし、

Ａ種種類株式の単元株式数は、１株とする。 

決議を要しないものとする。 

 

第６条の 10（Ｂ種種類株式の株式の分割または併

合、募集株式の割当を受ける権利等） 

 当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種種類

株式についての株式の分割または併合を行わ

ない。当会社は、Ｂ種種類株主に対しては、募

集株式または募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えず、また株式無償割当てまたは新

株予約権無償割当ては行わない。 

 

第６条の 11（優先順位） 

 Ｂ種種類株式にかかる残余財産の分配の順位

は普通株式と同順位とする。 

 

第７条（単元株式数） 

 当会社の普通株式およびＢ種種類株式の単元

株式数は、100 株とし、Ａ種種類株式の単元株

式数は、１株とする。 

 
 

Ⅳ．本定款一部変更等の日程の概要（予定） 

  上記Ⅰ～Ⅲの定款変更等の概略（予定）は以下のとおりです。 

 

定時株主総会および普通株主による種類株主総会基準日設定公告 平成 21年３月 16日（月） 

定時株主総会および普通株主による種類株主総会基準日 平成 21年３月 31日（火） 

定時株主総会および普通株主による種類株主総会招集に関する取

締役会決議 

平成 21年５月 25日（月） 

定時株主総会および普通株主による種類株主総会開催 平成 21年６月 19日（金） 

完全子会社化のための定款変更（上記のＡ種種類株式発行にかかる

定款一部変更の件および全部取得条項にかかる定款一部変更の件）

の効力発生日 

Ｂ種種類株式発行に係る定款一部変更の件にかかる定款変更の効

力発生日 

平成 21 年６月 19 日（金）

（ただし、当社普通株式に

全部取得条項を付す旨の定

めを設ける定款変更の効力

発生日は平成 21 年７月 29

日（水）） 

当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めを設ける定款変更の

通知公告 

平成 21年６月 20日（土） 

全部取得条項付普通株式の取得およびＡ種種類株式交付の基準日

設定に関する通知公告 

平成 21年６月 20日（土） 

整理銘柄への指定 平成 21年６月 20日（土） 
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当社普通株式に係る株券の売買最終日 平成 21年７月 17日（金） 

当社普通株式に係る株券の上場廃止日 平成 21年７月 20日（月） 

全部取得条項付普通株式全部の取得およびＡ種種類株式交付の基

準日 

平成 21年７月 28日（火） 

当社普通株式に全部取得条項を付す旨の定めを設ける定款変更の

効力発生日 

平成 21年７月 29日（水） 

全部取得条項付普通株式全部の取得およびＡ種種類株式交付の効

力発生日 

平成 21年７月 29日（水） 

 

以  上 


